
選挙管理委員会の考え 

▼なぜ、全投票所の閉鎖時刻の繰上げ（午後６時閉鎖）を検討しているのか。 

１ 投票管理者・投票立会人・事務従事者の拘束時間を短縮し、地域（選任者）及び職員 

 の負担を減らす 

 ⇒午後８時閉鎖の投票所の投票管理者・投票立会人・事務従事者の拘束時間は１３時

間になります。集合から解散までで考えると更に拘束時間は伸びます。開票事務に

も従事する職員は、そこから更に３～５時間程度従事することになります。 

２ 期日前投票が浸透していることや、すでに２８か所で投票所閉鎖時間の繰上げを 

行っている実態があり、投票者の影響も少ないと考えられる （資料１・２・３参照） 

   ⇒公職選挙法には投票所閉鎖時刻を繰上げすることができるのは「選挙人の投票に支

障を来さないと認められる特別の事情のある場合」と定められています（資料２参

照）。これまでは投票所の関係区からの要望書に基づき、投票時間の繰上げを決定

してきました（要望書が提出されたことが「選挙人の投票に支障を来さないと認めら

れる特別の事情のある場合」に該当すると判断してきました）が、近年の投票状況や

今回のアンケート結果を基に「選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の

事情のある場合」に該当するかどうか最終的に判断します。 

３ 開票作業を午後８時から開始し、開票結果を早くお知らせする 

  ⇒開票開始時間を１時間１５分前倒しする計画です。 

４ 投票所閉鎖から開票開始までの時間をあけ、安全に投票箱を運搬する 

  ⇒現在、午後９時１５分から開票作業を開始していますが、開票所までの距離が遠い

投票所では開票所まで投票箱を運ぶのに約１時間を要しています。冬の選挙の場

合は雪道も想定され、運ぶ方の時間的余裕を作ることで安全運転につなげます（投

票所閉鎖から開票開始まで２時間あけます） 

５ 事務従事者の人件費等の経費削減になる 

 

▼投票所の閉鎖時刻の繰上げの現状（豊岡市・全国）  資料３・４参照 

 福島県や栃木県のように県内すべての投票所が閉鎖時刻の繰上げを行っている県もあ

れば、神奈川県や大阪府のように繰上げを一切行っていない府県もあります。傾向として

は人口の多い都市部では繰上げを行わず、人口の少ない村部で繰上げを行っている実態

があります。ただし、栃木県宇都宮市のように県庁所在地で有権者数４２万人以上の自治

体でも全投票所の繰上げを行っています。全国では４０．５４％の投票所が閉鎖時刻を繰

上げています。 

 豊岡市の中でも但東地域は全投票所の繰上げが行われていて、城崎・竹野地域も繰上

げの投票所の割合が高くなっています。一方、豊岡・日高・出石地域の繰上げの割合は低

く、地域間で差が生じています。 
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公職選挙法 

(投票所の開閉時間) 

第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委

員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又

は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票

所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所

を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 

２ 省略 
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令和７年10月26日執行 豊岡市議会議員選挙時の繰上げ状況 

投票区 閉鎖時刻 
選挙人名簿登録者数 

R7.9.1現在 （人） 

第20投票区（畑上公民館） 

午後７時まで 

（１時間繰上げ） 

108  

第30投票区（竹野南地区コミュニティーセンター） 379  

第31投票区（中竹野地区コミュニティーセンター） 544  

第32投票区（宇日集会施設） 99  

第53投票区（資母地区コミュニティーセンター） 697  

第58投票区（矢根公民館） 326  

第23投票区（円山集会所） 

午後６時まで 

（２時間繰上げ） 

395  

第24投票区（楽々むら） 245  

第25投票区（中村公民館） 111  

第27投票区（元三原小学校） 69  

第28投票区（桑野本会館） 99  

第29投票区（河内公民館） 68  

第34投票区（浜須井集会施設） 119  

第43投票区（羽尻活性化センター）    150  

第44投票区（清滝地区コミュニティーセンター）   1,272  

第45投票区（西気地区コミュニティーセンター） 592  

第54投票区（中藤地区コミュニティーセンター） 161  

第55投票区（赤花多目的集会施設） 152  

第57投票区（畑公民館） 122  

第59投票区（河本地区多目的集会施設） 123  

第60投票区（相田地区コミュニティーセンター）  269  

第61投票区（豊岡市役所但東庁舎）   377  

第62投票区（但東農家高齢者創作館）  263  

第63投票区（高橋地区コミュニティーセンター） 246  

第64投票区（薬王寺公民館） 117  

第26投票区（二連原交流館） 
午後４時まで 

（４時間繰上げ） 

26  

第49投票区（奥山集会所） 17  

第56投票区（太田地区集会所） 187  

繰上げ投票所：合計28か所（１時間繰上げ６か所 ２時間繰上げ19か所 ４時間繰上げ３か所） 

 

地域別の繰上げ投票所数： 豊岡 １ （21） 城崎 ２ （3） 竹野 ９ （10）  

日高 ３ （10） 出石 １ （7） 但東12 （12）  

（ ）内の数字は地域別の投票所数 

  

資料３ 

３ 



投票所開閉時刻の繰上げ・繰下げを行う投票所数（①都道府県 計） 

R7.参院選 

都道府県 
開始時刻
の繰上げ

のみ 

開始時刻
の繰下げ

のみ 

開始時刻
の繰上げ 
閉鎖時刻
の繰上げ 

開始時刻
の繰下げ 
閉鎖時刻
の繰上げ 

閉鎖時刻
の繰上げ

のみ 

計 
（Ａ） 

投票所 
総数 

（Ｂ） 

繰上げ 
の割合
（A/B） 

福島県     1,164 1,164 1,164 100.00% 

栃木県     771 771 771 100.00% 

茨城県     1,313 1,313 1,337 98.20% 

群馬県     825 825 861 95.82% 

島根県     548 548 586 93.52% 

鹿児島県     896 896 1,002 89.42% 

高知県     770 770 867 88.81% 

秋田県     568 568 654 86.85% 

山形県     638 638 757 84.28% 

岩手県     734 734 893 82.19% 

宮崎県     553 553 729 75.86% 

和歌山県     593 593 807 73.48% 

大分県     396 396 549 72.13% 

熊本県     641 641 895 71.62% 

佐賀県     215 215 302 71.19% 

岡山県    2 521 523 774 67.57% 

長崎県    3 532 535 830 64.46% 

宮城県     561 561 903 62.13% 

三重県   1  510 511 851 60.05% 

鳥取県     205 205 350 58.57% 

山口県    2 401 403 779 51.73% 

北海道  3  31 1,129 1,163 2,457 47.33% 

広島県   2 4 551 557 1,217 45.77% 

新潟県     576 576 1,337 43.08% 

愛媛県   7  279 286 679 42.12% 

長野県    2 555 557 1,376 40.48% 

徳島県    5 121 126 483 26.09% 

岐阜県     178 178 684 26.02% 

香川県   13 1 87 101 413 24.46% 

沖縄県    8 54 62 315 19.68% 

奈良県     120 120 715 16.78% 

石川県     66 66 410 16.10% 

静岡県    1 173 174 1,140 15.26% 

山梨県    3 65 68 480 14.17% 

青森県     121 121 881 13.73% 

京都府     116 116 950 12.21% 

福井県     36 36 347 10.37% 

富山県     37 37 385 9.61% 

福岡県   2  80 82 1,141 7.19% 

滋賀県  1 1  42 44 721 6.10% 

千葉県     80 80 1,500 5.33% 

兵庫県    2 84 86 1,813 4.74% 

愛知県     65 65 1,634 3.98% 

埼玉県     45 45 1,743 2.58% 

東京都     37 37 1,864 1.98% 

神奈川県       1,650 0.00% 

大阪府       1,762 0.00% 

合 計  4 26 64 18,052 18,146 44,758 40.54% 
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